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は じ め に

結果犯において発生した結果が当該行為の「しわざ」であるとして帰属され

るかどうかにつき、何らかの形で禁止された（許されざる）危険創出行為が創

出され、それが結果へと実現したとき、行為者は、結果に対する責任を負うも

のとし、そのような帰属可能な、あるいは帰属が否定される事例を類型化する

のが、客観的帰属論1）である。わが国の最高裁は、柔道整復師事件2）以降、相

当因果関係論を脱却し3）、判例のいわゆる「因果関係」の認定基準として、創

出された危険が結果に現実化したかどうかという基準を用い、そのような基準

1) これについて、山中敬一『刑法における客観的帰属の理論』（1997年）432頁以下、
487頁以下。同『刑法総論』（第⚓版・2015年）286頁以下参照。
2) 最決昭和63年⚕月11日・刑集42巻⚕号807頁（永井敏雄・昭和63年度最高裁判例
解説〈刑事篇〉256頁以下参照）
3) 最高裁調査官による判例解説において、相当因果関係説は「実務における思考方
法とマッチしない」とされた（大谷直人・ジュリスト974号59頁）。なお、「実務に
おいて従来の相当因果関係説が明示的に採用されるに至っていない」理由は、「そ
の具体的な方法論になお疑問があったからである」とするものに、平成⚒年度最高
裁判例解説（刑事篇）242頁。山中敬一・平成⚒年度重要判例解説142頁以下。
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は、近時、多くの下級審判例においても用いられるようになっている。判例は、

もとより、一定の学説・理論にもとづくことを意識的に避けている4）ので、客

観的帰属論に依拠しているとは断言することはできない。しかし、一定の指導

方針のもとに事例の集積5）によってその基準を帰納していく方法論を採る客観

的帰属論は、この判例の方法を最もよく反映するものだということはできる。

そこでそのようなものとして、「危険現実化論」をとる判例の事案を分析し、

客観的帰属論に位置づける作業の必要性が高まっていると思われるなか、2014

年までにすでにその一部の作業を行った6）。

今回、新判例を素材に、判例の「危険現実化」論を検討するための前提作業

として、危険実現の判断に関する基礎視座を明らかにしておこう。それは、ま

4) この点、永井・前掲277頁は、判例が自らの見解と符合する学説を見出していな
いのか、それともそれにつき、「あえて宣明を差し控えているのか否かといった点
も、いまだ明らかでない」という。
5) ｢具体的な事例の集積を通じて、いわばその立場を明らかにしていくという態度
を基本にしている」という（永井・前掲昭和63年度最高裁判例解説277頁）。
6) 山中敬一「客観的帰属論の規範・判断構造」曽根・田口先生古稀祝賀論文集（上
巻2014年）113頁以下。なお、内容はともかくなお相当因果関係説の判断枠組をな
お維持するとする見解として、曽根威彦『刑法における結果帰属の理論』（2102年）
50頁、客観的帰属論に関する私見に対する批判としては、同書177頁以下参照。そ
れに対する反論は、前掲論文135頁以下参照。鈴木茂嗣「相当因果関係と客観的帰
属」松尾浩也先生古稀祝賀論文集（上巻）159頁以下、164頁、とくに私見に対する
批判としては、273頁以下。そこでは、客観的帰属論に「傾聴すべき点」が少なく
ないとして好意的ではあるが、二元論的犯罪論にもとづき、構成要件にではなく、
違法論を踏まえた可罰的評価の段階に「規範の保護範囲」の理論を位置づけるべき
だとする。この鈴木の二元的犯罪論に対する批判としては、山中『犯罪論の機能と
構造』（2010年）とくに79頁以下、114頁以下参照、前掲論文で検討した危険現実化
基準を用いた主たる判例として、最決平成15・7・16刑集57・7・950の第⚑審・長
野地松本支判平14・4・10刑集57・7・973頁（危険現実化を否定）。自動車道停止追
突事件（最決平16・10・19刑集58・7・645）の第⚑審・第⚒審である水戸地土浦支
判平15・1・10刑集58・7・654、東京高判15・5・26刑集刑集58・7・670が、危険現
実化基準を用いている（第⚑審は明らかに、危険現実化肯定）。甲府地判平16・9・
30 LEX/DB（危険現実化肯定）、横浜地判平21・6・25判タ1308・312、奈良地判平
24・6・22 LEX/DB（危険現実化肯定）、最決平24・2・8 刑集66・4・200（危険現
実化肯定）、最決平22・10・26刑集67・7・1019（実質的に危険のある行為を肯定）。
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ず、創出された危険の結果発生への因果力・寄与度の段階によって類型化され

る。すなわち、危険創出行為があったとき、その創出された危険が結果の発生

に対してどのような段階にあるかに応じて、⑴ 直接的危険段階（すなわち、そ

のまま因果が進行すれば、物理的・社会的に結果発生へと直接つながる因果力の強い危

険の段階）、⑵ 間接的危険段階（すなわち、危険創出行為の外形的・典型的危険の範

囲を超えて、いったん収束したが、なお、介在事情の介入によって危険の継続する段

階）、さらに、⑶ 状況的危険段階（すなわち、危険創出はもはやそれ自体では結果

発生に至る因果力をもたないが、それに別の因果系列から誘発された事象の介在する段

階）に分けることを前提にして、間接的危険・状況的危険の段階で、自己ない

し他人の規範的・自己答責的行為の介在した類型、そして、「残存危険7）への

介入」の類型に分けることができる。これは、一般的に、介在事情たる別の危

険が介入するときの、危険創出行為の結果発生に対する危険の大きさ（寄与度）

に応じて、介在事情の意義を計測しようとするものであり、直接的危険、間接

的危険、状況的危険、残存危険の順に介在事情の寄与度が増大し、創出された

危険の重要性が下がるという意味をもつ8）。ただし、介在する危険の創出され

た危険からの「誘発」の有無・態様、その介在事情の結果発生促進要因ないし

阻止・危険解消要因としての意義によって危険実現の意義に影響する。介在事

情が、自己または他人の自己答責的行為であり、または規範的に命じられた行

為（法秩序の自己答責性）であった場合、それが危険実現を妨げる度合いが大き

くなる。

およそ以上に要約したような原則に従って、かつて判例の事例を整序したが、

最近の新しい判例については、これまでそれを行ういとまがなかった。そこで、

7) 残存危険の段階とは、傷害の被害者となり、片足を失ったが、その20年後、片足
だったためにバランスを保てず、階段から落下して死亡したときのように、その傷
が悪化するのではなく、いったん日常化した危険の効果が「残存」していることで、
条件関係は否定できない段階をいう。この段階では、創出された危険の実現は認め
られない。山中・前掲『刑法における客観的帰属の理論』497頁以下参照）。
8) これについて詳しくは、山中・前掲『刑法における客観的帰属の理論』494頁以
下参照。
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本稿ではとくに近時の下級審の新しい判例9）を基礎として、これを分析し、客

観的帰属論による説明を試みようと考える。

Ⅰ．危険創出基準の適用

まず、危険創出があったかどうかが問題となった事例を検討する。危険創出

は、評価規範に反するような（許されざる）、構成要件の抽象的な結果を惹起す

るに典型的な危険な行為（危険無価値行為）である10）。この判断は、行為時に存

在する資料を用いて行う。

【⚑】大阪地方裁判所岸和田支部平成28年11月22日判決

(事実の概要) 被告人は、普通貨物自動車を運転し、後退発進するに当たり、

歩行者等の有無及びその安全を確認して後退発進すべき自動車運転上の注意義

務があるのにこれを怠り、ミラーで後方を一瞥したのみで、自車後方には歩行

者等はいないものと軽信し、漫然時速約⚕キロメートルで後退発進した過失に

より、折から、自車後方を西から東に向かい歩行中のＣ（当時81歳）に気付か

ず、同人に自車後部を衝突させて同人を路上に転倒させ、よって、同人に回復

の見込みのない意識障害等の後遺症を伴う脳挫傷及び外傷性くも膜下出血等の

傷害を負わせた。弁護人は、人間が歩く程度の速度での接触で人間が転倒する

ことは「通常」とは言い難く、むしろ被害者側の事情ないし素因も併せて通常

想定される範囲よりも被害が重大化しているなどと主張した。

(判決要旨) この主張は、「それが稀有であるとかほとんどあり得ないとい

う趣旨をいうのであれば、交通ないし交通事故の実際に照らして、首肯できな

い。また、前記認定事実から推測される事故の態様からすれば、転倒すること

も、怪我することも、怪我が重篤化することも十分あり得ることといえる」。

「被告人の過失（行為）との間の因果関係は何ら否定されない」という。

【解説】 時速⚕キロでの不注意な後退という過失行為によって81歳の老人に

9) 引用明記のない判例は、LEX/DB による。
10) 山中・前掲『刑法における客観的帰属の理論』433頁参照。
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自車を衝突させることは、その老人を転倒させ、外傷性クモ膜下出血等の重篤

な傷害を負わせることは、「十分あり得ること」であり、過失行為の危険は結

果に現実化したといえる。しかし、弁護人は、争うのであれば、危険創出がな

かったと争うべきであった。それは、例えば、コンビニの駐車場に、転倒しや

すい老人や発見されにくい幼児などがその駐車場にいることなど予測できない

というように、危険創出自体を争うことである。現に、弁護人は、事故の態様

の危険性（行為の危険性＝創出された危険）が、極めて低いことを指摘している。

これに対して、判決は、「事故の態様（過失行為）の危険性が非常に小さいもの

であったなどとはいえない。また、証拠上、晴れた日の午前10時台に見通しを

遮るものもないコンビニエンスストアの駐車場を歩行していただけの、予測を

超える動きをしたわけでもない、被害者に特段の落ち度があったとは認められ

ず、被害者の発見が困難な状況にあったとも認められない。被告人が後方の安

全確認を確実にしていれば、容易に被害者を発見できたものといえる」と反論

している。たとえ時速⚕キロという人間の早足で歩く速度くらいのスピードで

あったとしても、コンビニの駐車場という人通りの少なくない場所で、不注意

にバックしたとき、老人や子供がいて負傷を避けることができない事故は、日

常的に起こり得る事態である。このような行為は、老人に対する負傷事故を起

こす危険を創出する危険な行為であり、危険創出行為であることは否定できな

い。本件では、自車の後方にいたのが当該老人であったというだけであり、そ

れは危険創出行為後に介在する危険ではない。したがって、行為時の事前判断

としての危険判断11）で十分であり、それは充たされる。その危険が当該老人

の傷害結果に現実化したかどうかについては、時速⚕キロであってもトラック

に衝突して転倒することは、通常認識できない隠された事情でない限り、自然

な因果の流れであり、それを肯定できる。

11) これらの判断構造については、山中・前掲『刑法総論』（第⚓版）293頁、298頁
参照。その事前的危険創出判断は、その行為時の状況のなかでの何らかの危険行為
の通常の一般的な結果、すなわち、傷害ないし死の結果であれば、肯定される。
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Ⅱ．直接的危険への介入事例

直接的危険段階は、創出された危険が、典型的な因果経過を辿って行為客体

について、直接に実現しつつある状況下においてその危険が向けられた第⚒次

的危険が介入する類型である12）。この類型には、物理的に直接結果発生につな

がる類型のみではなく、社会制度上、その危険創出があれば、人や機械の介在

を通じてでも、結果の発生が見込まれるような危険が含まれる。例えば、郵便

局に毒入り菓子の入った小包を預ければ、それが宛先に届く危険は直接的危険

である。この段階では、創出された危険の因果力はまだ強く、介在事情が、結

果に対する「新たな危険」としてそれを排除する因果力・寄与度をもつものか

どうか、あるいは、あらたな介入行為の規範的に連続しない介入行為ないし存

在する危険を意識しつつ自己責任であえて介入した行為かどうかが判断基準と

なる。

【⚒】東京高裁平成27年⚕月29日判決13）

(事実の概要) 被告人は、公務執行妨害等の現行犯人として逮捕しようとし

て被告人運転の自動車の直近に立って同車のガラスをたたくなどしていた警察

官に対し、同車を後方に急発進させるなどの暴行を加え、その職務の執行を妨

害するとともに、暴行により傷害を負わせたが、同車を後退させるに際し、被

告人を制圧するために他の警察官が被告人車の助手席ドアをあけるという行為

が介在し、その助手席ドアが被害警察官にぶつかって傷害を負わせたという事

情があった。弁護人は、「被告人車の後退は〈別の警察官〉が被告人車の助手

席ドアを開けるよりも先であり、被告人車の後方への急発進という被告人の行

為と〈被害警察官〉の受傷との間には、〈別の警察官〉がそのドアを開ける行

為が介在しているから、被告人の暴行と〈被害警察官〉の受傷との間には因果

関係は認められない」と主張した。

12) 山中・前掲『刑法における客観的帰属の理論』495頁参照。
13) 判例時報2296号141頁。

― 6 ― (1010)

関法 第68巻 第⚕号



(判決要旨) ｢〈別の警察官〉が被告人車に乗り込んで被告人を公務執行妨害

罪等で逮捕しようとして被告人車の助手席ドアを15ないし30 cmほど開けた直

後に、被告人車が急発進したことによりそのドアが更に開いて、〈被害警察官〉

にぶつかったと認められる」「被告人を制圧するために警察官が被告人車のド

アを開けることもあり得る成り行きであったといえる」。「被告人は、警察官に

制止されながら逃走のため上記のような無謀な運転を繰り返し、その一環とし

て上記のような行為に及んだものであり、その際には警察官らが実力を用いて

被告人を制圧しようとしている状況になっていたのであるから、被告人を制圧

するために警察官が被告人車のドアを開けることもあり得る成り行きであった

といえる。このような警察官のドアを開く行為が介在して「被告人車助手席ド

アが〔被害警察官〕にぶつかって傷害を負わせた」ものであるが、「その傷害

は被告人車の後方への急発進という被告人の行為の危険が現実化したものとい

える」ことから、「被告人の暴行と被害警察官の傷害との間に因果関係が認め

られる」とする。

【解説】 別の警察官によって、制圧のために「警察官が被告人車のドアを開

けることもあり得る成り行き」として、被告人車のドアが少し開けられた直後

に、被告人が逮捕を免れるために、後方へと急発進したという危険創出行為の

あと、それによってドアがさらに開き、そのドアが被害警察官にぶつかり、負

傷したという事情がある。警察官が被告人の車に乗り込もうとし、その警察官

以外にも警察官がいる状況で、後方に向かって急発進する行為は、被告人が認

識していた警察官に対してのみならず、後方にいた被害警察官に対しても許さ

れざる危険創出行為であることは否定できない。問題は、その後の介在事情を

踏まえた危険の現実化の判断である。本件では、行為後、被告人車のドアが開

き、後方にいた警察官にぶつかるという介在事情があってはじめて傷害が発生

したのであるが、判決は、「危険の現実化」を肯定する。警察官が、無謀な運

転を繰り返す被告人を公務執行妨害罪で逮捕するため、急発進する可能性のあ

る被告人車のドアを開けることは通常行われる行為であり、少し開けられた自

動車のドアが後方への急発進によってさらに開くことは、通常の出来事であり、
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そのドアに自動車の後方に立っていた人にぶつかることは、急発進という危険

創出行為の直接的危険の継続中の予測可能な介在事情である。被害警察官が不

意に後方に現れたわけでもなく、すでにその場にいた警察官に衝突するという

経過は、創出された危険の自然な流れの結果である。したがって、危険の現実

化を肯定した判決の結論は、妥当である。

【⚓】さいたま地方裁判所平成29年⚖月15日判決

(事実の概要) 被告人Ａは、Ｂとともに、被告人の二女であるＣ（⚓歳）を

養育していたが、Ｃが言うことを聞かず、大声でぐずって泣いたりするので、

これに対する罰として、Ｂとともに、与える食事の回数を減らしたり、その口

の中に布巾を押し込んだりする虐待を繰り返すようになった。これにより慢性

的な強いストレスを与えられたＣは、低栄養状態及び胸腺萎縮に基づく免疫力

低下状態に陥っていた。犯行当日（⚑月⚕日から⚖日〈＝第⚑時点〉）、Ｃが口を

開いたままにし、震えを起こすなどの異常な症状を呈する状態に陥り、被告人

らもこれを認識していたが、虐待行為が発覚することを恐れ、Ｂと暗黙のうち

に意思を相通じて、Ｃに医師の診察等の医療措置を受けさせず放置し、さらに、

同月⚘日夜から同月⚙日早朝までの間〈第⚒時点〉、全裸で身体に冷水をかけら

れた状態のＣを被告人方浴室内に放置し続け、Ｃを低栄養状態及び高度の胸腺

萎縮に起因する免疫力低下に基づく敗血症により死亡させた。被告人は、保護

責任者遺棄致死罪に問われたが、不保護とＣの死亡との間の因果関係の有無が

争点となった。

(判決要旨) ｢Ｂが同月⚘日の夜にＣに冷水をかけた行為は、被告人とＢが

かねてから繰り返してきた虐待の一環にすぎず、被告人にとって十分予測可能

なものであったということができる。」「Ｃは、……⚑月⚕日又は同月⚖日の時

点〈第⚑時点〉で、著しく免疫力が低下しており、医師の適切な治療がなけれ

ば、いずれ敗血症になって死亡する危険性のある状態にあったものである。ま

た、Ｄ医師の証言によれば、寒冷環境に置かれたことによって、Ｃの死期が早

められた可能性があり、仮にＣが寒冷環境に置かれなかったとすると、数日程
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度長く生きられた可能性もあるが、⚑週間長く生きられた可能性は低いことが

認められる。そうすると、〈第⚒時点において〉ＢがＣに冷水をかけて浴室に放

置した行為は、元々の被告人及びＢの不保護によって生じていたＣの死亡とい

う結果発生の危険性を上回るだけの新たな結果発生の危険がある行為とはいえ

ず、Ｃの死亡という結果は、被告人及びＢの不保護による危険が現実化したも

のと評価できる。したがって、被告人の不保護とＣの死亡との間には因果関係

を肯定できる」。

【解説】 被告人ＡとＢとは、不保護罪の共同正犯である。判決文からは、Ｃ

に冷水をかけるというＢの行為につき、Ａは具体的に認識しまたは共謀に含ま

れていたわけではないことが推論できる。しかし、判決は、そのＢの行為は、

両人が「繰り返してきた虐待の一環にすぎず、被告人にとって十分予測可能な

もの」であるという。このことを前提にして、Ｂの冷水をかけて放置する行為

が、危険の現実化を妨げる要素となるかについて、判例は、「元々の被告人及

びＢの不保護によって生じていたＣの死亡という結果発生の危険性を上回るだ

けの新たな結果発生の危険がある行為とはいえ」ないとし、危険の現実化を肯

定する。すでに第⚑時点の不保護行為によって「いずれ敗血症になって死亡す

る危険性のある状態にあ」り、結果発生の危険は、冷水をかけ寒冷状態に置く

というＢの行為については、これを創出された危険を上回る「新たな危険」で

はないとする。このことは、第⚑時点ですでに死亡の直接的危険が創出されて

おり、その危険が第⚒時点での作為・不作為によって促進されているのであっ

て、その危険とは独立の、あるいはその危険を「上回る」、すなわち、それを

凌駕する「新たな危険」ではないことを意味する。これをもっと厳密にいえば、

「冷水をかける」という作為についての共謀はなかったとしても、（寒冷状態に）

放置する不作為については、共謀の範囲内であるとも言える。この点、判例は、

被告人は「Ｃが全裸で濡れた状態のまま浴室にいるところを何度か見に行って

いながら、Ｃを浴室から出したり、身体を拭いたりといった容易に行えるはず

の行為をしていないのであり、身体が濡れた状態のＣをそのまま浴室に朝まで

放置したことに関しては、被告人も積極的に加担していたものと評価すること
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ができる」と述べている。そうだとすると、冷水をかけるというＢの危険な作

為は、寒冷状態に放置するという不作為の前提ではあっても、後にＣが寒冷状

態に放置されていることを認識しつつ保護しない不作為については、自ら行っ

ているのであるから、これも（第⚒の）危険創出行為であると言ってもよい。

したがって、第⚑時点と第⚒時点における二つの不保護という不作為の実行行

為に挟まれたＢの冷水をかけるという共謀していなかったＢの作為は、危険の

現実化を阻止する介在事情と位置づけるべき要因ではないということもできる。

【⚔】仙台高等裁判所平成28年12月⚑日判決

(事実の概要) 被告人は、普通乗用自動車を運転し、走行車線上を時速約80

キロメートルで進行中、後続するＢ運転の普通乗用自動車の前照灯が眩しかっ

たことから、Ｂ車に自車を追い越させようとし、減速したが、Ｂ車が自車に近

接しても追い越さなかったため、この上は自車をＢ車の直前で停止させて、そ

れでも追い越していかなければ、追走する理由を確かめたいと考え、再び、Ｂ

車の直前で自車を、走行車線上で自車を停止させて、自車の後方にＢ車を停止

させた上、同走行車線上を同方向に向かい進行してきたＣ運転の中型貨物自動

車をＢ車後部に衝突させて同車を前方に押し出させ、同車を自車後部に衝突さ

せた。これによって、Ｂ車に乗車していたＤ及びＮに外傷性くも膜下出血等の

傷害を負い、両名は、同傷害に起因する急性心臓死により死亡し、同Ｇは全治

約⚒か月間を要する右橈骨遠位端骨折等の傷害を負った。

弁護人は、⑴ 被告人の行為と「本件事故発生との間の因果関係はＣの著し

い前方不注意により断絶している」と主張し、また、Ｂの異常な行動の介在に

ついても、⑵「被告人の減速、停止行為は何らの事故発生の危険も生じさせて

おらず、本件事故はＢ車の停止という異常な事態が介在することによって発生

したものであるから、被告人の停止行為から経験則上予測できる過程をたどっ

て発生したものとはいえず、因果関係を認めることはできない」と主張した。

(判決要旨) まず、⑴ Ｃの著しい前方不注意により因果関係が断絶してい

るという主張に対して、判断していないとの理由不備の主張については、「原
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判決は、他者の不合理、非正常な運転が介在して交通事故が惹起される危険性

が常にあるとした上で、危険性の高い被告人の停止行為により誘発されたＢ車

の停止を介在し、Ｃ車の追突により本件事故が発生した旨を判示しているので

あるから、因果関係の断絶に関する弁護人の主張を採用しなかったことは、そ

の理由も含めて判文上明らかである」とする。さらに⑵ 事実誤認の主張につ

いては、「高速道路の走行車線上に、ハザードランプ等を点灯することもなく

停止するという行為自体、後続車両が高速で追突するなどの重大な事故を発生

させる危険性が極めて高いものであり、何らの危険も生じさせていないなどと

はいえるはずもない」とし、さらに、「本件でのＢ車の停止は、被告人の停止

行為によって誘発されたものというほかなく、介在事情としての異常性が高い

とはいえ」ず、「本件事故は後続車両による玉突きの追突であって、まさに被

告人の停止行為がはらんでいた危険性が実現したものにほかならないから、Ｂ

やＣに過失があったにしても、被告人の停止行為と本件事故との間の因果関係

を否定する理由にはならない」とする。

【解説】 弁護人は、「因果関係の断絶」という条件関係論を基礎にした理

論14）を主張しているが、この事例は、因果の断絶の事例ではありえない15）。

これを好意的に解釈し、これは、換言すれば、因果関係（条件関係）の存在を

前提にした責任限定根拠である「帰属の中断」の主張であると解するとして、

判決は、この主張を排斥している。最終的には、「危険の実現」があるかとい

14) 理論的には「因果関係の断絶」とは、帰属の基礎である「条件関係」（因果関係）
がまったく否定される場合をいう。例えば、眠ろうとしている人に殺害のため毒入
りワインを飲ませ、眠ったのち、何者かが銃でその被害者を射殺し、即死した場合
などが、その例であり、ここでは条件関係は否定される。

15) なぜなら、被告人車の停止がなければそもそも事故が起こっておらず、その停止
行為がなければ、Ｂ車の停止、Ｃ車の前方不注視による運転・追突、三名の死傷事
故は発生しておらず、被告人の停止行為が、被害者の死傷の条件となっていること
は明白だからである。弁護人の主張が、判例の認めていた「因果関係の中断」の主
張の誤りだとすると、この概念も現在では否定されている。因果関係の「中断」と
は、条件関係は「存在」するが、「中断」すると主張するもので、因果関係を条件
関係と解する限り、そのような事態はあり得ない。因果見解は存在するかしないか
のいずれかだというのである。
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う帰属論から、帰属（判例のいわゆる「因果関係」）を肯定する。

原判決によれば、まず、Ｂ車の停止は、被告人車の停止に「誘発された」も

のである。そして、Ｃの前方不注視については、「他者の不合理、非正常な運

転が介在して交通事故が惹起される危険性が常にある」とされる。すなわち、

被告人が走行車線で停車させた危険は、Ｂの停車を誘発し、それに対して、C

の前方不注意という不合理・非正常な運転によってＣの中型貨物自動車をＢ車

後部に衝突させ、さらに自車後部に追突させてＢ車に乗っていた三人に致死傷

を負わせたものといえる。致死傷に至るこの経過は、被告人の走行車線への停

車という危険行為によって、Ｂ車の停止を「誘発し」、Ｃの不合理・非正常な

運転を招くという形で実現した。判決によれば、Ｂの走行車線への停車につい

ても、「Ｂが被告人車に続いてＢ車を停止させたことは高速道路を走行する運

転者として著しく冷静な判断を欠いた行為であり、異常な事態であったと評価

できるが、被告人車の動静に不安を抱いて追走中、緊張した短時間内での判断、

行動であるから、Ｂの判断、行動が人間の行動として了解できない行動とはい

えない上、他者の不合理・非正常な運転が介在して交通事故が惹起される危険

性は常にあるから、被告人車の停止と本件事故との間には因果関係が認められ

る」とされている。被告人の停車行為は、Ｂの停車に続いて、Ｃの前方不注意

な運転が生じる危険を創出したのみならず、その停止中、その危険を持続して

いるのである。このようにして、被告人車の停止の直接的危険が、不合理・非

正常なＢないしＣの運転・停車を誘発・促進したのであり、死傷の結果に実現

しているのである。

【⚕】東京地方裁判所平成28年⚓月11日判決16）

(事実の概要) 被告人Ａ及びＢの両名の次男Ｃ（満⚓歳）が、食べ物や他の

子供のお菓子等を勝手に食べるなどの行動を繰り返したことから、被害者の行

動を制限するために、⚓ケ月余りの間に、断続的に被害者をラビットケージ

（大きさ縦約40 cm、横約57 cm、高さ約46 cm、内側の高さ42～43 cm）内に入れてそ

16) 判例タイムズ1437号246頁。評釈＝本田稔・法学セミナー756号101頁。
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の出入り口を塞ぐなどして同ケージからＣが脱出できないようにし、さらに、

ある日の午前⚒時頃からＣが同ケージ内で繰り返し声を上げたことから、被告

人Ｂが就寝中に、Ａが、これを制止するために、Ｃにタオルをくわえさせ、タ

オルの両端をその後頭部付近で結び、前同様に同ケージ内に入れた。その後、

Ｃが遷延性窒息によって死亡した。被告人ＡおよびＢは、その監禁およびタオ

ルを加えさせて後頭部で結んだ行為によって監禁致死罪に問われた。被告人Ａ

およびＢの弁護人は、Ａには監禁罪と暴行罪又は傷害致死罪が成立し、Ｂには

監禁罪しか成立しないと主張した。

(判決要旨) ｢被害者の死因は遷延性窒息であり、ケージに監禁したこと及

びタオルをくわえさせて両端を後頭部で結んだことがあいまって死亡結果が生

じたと考えられ、これらの行動と死亡との間に因果関係があることは十分に認

められる」。なお、弁護人の前記主張に対しては、判決は、「Ａが被害者にタオ

ルをくわえさせて両端を後頭部で結んだことは、被告人両名及びその家族に

とって生活上の障害となる被害者の行動を制限するという監禁の目的を達成す

るため、その延長上でこれに随伴して行われたものであり、被告人両名が共謀

した監禁行為の一環としてこれに含まれると評価され、別個の行為とはいえな

い」と判示した。

【解説】 死因は、遷延性窒息であるが、狭いケージに閉じ込めたことにより、

子供の気道が狭められた上に、タオルをくわえさせたことにより窒息が招かれ

た。これらの行為を一体のものととらえれば、それらは、遷延性窒息に対する

直接的危険を創出する行為であり、その危険が、死亡結果に実現したといえる。

問題は、タオルをくわえさせる行為が、Ａが、Ｂの就寝中に単独で行った点を

どのように評価するかである。判例は、Ａの行為は、「監禁の目的を達成する

ため、その延長上でこれに随伴して行われたもの」であり、「監禁行為の一環」

であるとする。これは、監禁行為が、ケージに監禁したことをもって終了して

いるのではなく、継続しているとするものである。監禁罪は、いわゆる「継続

犯」であることからすれば、監禁罪は、既遂に達した後も、継続しており、違

法な監禁行為も継続しているということができる。その意味で、監禁行為中に
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その監禁の「延長上」で、これに「随伴」するタオルをくわえさせる行為は、

Ｂの監禁行為に含まれると解することができる。ここで問題は、就寝中のＡと

の「意思の連絡」の対象として、この行為がそれに含まれているかどうかであ

る。この問題は、ＡとＢとの共謀の範囲の問題ととらえることができる。その

共謀がケージに監禁することの延長に当たる行為をも含んでいるということが

できれば、共謀の範囲内の行為であって、Ｂの共同共犯の範囲に属するといえ

る。判例はおそらく問題をこのようにとらえていると思われる。もう一つの考

え方は、Ａの行為を共同の監禁行為の後に、Ｂの単独の危険行為が介在した因

果関係の問題ととらえる見解である。このような考え方に従えば、Ｂのタオル

をくわえさせる行為が、Ａにとっても、共同監禁行為の危険の現実化と判断さ

れるほどの危険をもっていたかどうか、そして、そのＢの介入行為は、誘発さ

れたものであったか、あるいは異常な予測できない介在事情であったかどうか

である。この考え方によっても、この場合、共犯者との従来の継続的な監禁行

為の態様からすれば、まったく異常で予測可能なものということはできず、危

険の現実化は肯定できると思われる。

【⚖】高知地方裁判所平成25年⚒月27日判決

(事実の概要) 被告人は、深夜にＧに来店し、カウンター席で飲酒していた

が、同じカウンター席にいたＡ（45歳）が、女性店員がＡに飲食代金の支払い

について何度も尋ねたのに対し、あいまいな返答に終始していたのを横で聞い

た被告人は、被害者が店に迷惑を掛けていると感じて腹を立て、椅子に座って

いた被害者に向かっていき、いきなりその顔面付近をげんこつで立て続けに数

回殴った。その結果、被害者は、椅子ごと転倒し、その右側頭部を床面に強打

した。被告人は、さらに倒れた被害者の背中を蹴った。これらの暴行によって、

被害者は、頭部打撲による硬膜下出血、頭蓋骨骨折、くも膜下出血及び背面の

右側腰部打撲傷の傷害を負い、硬膜下出血により死亡した。

(判決要旨) 判決は、まず、「Ｇでの転倒時以外の場面で被害者が硬膜下出

血の傷害を負った合理的疑いは全て排除される」とする。「被告人が判示認定
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の態様で椅子に座っている被害者に暴行を加えたことにより、被害者が椅子ご

と転倒し、その右側頭部を床で強打して硬膜下出血の傷害を負ったものと認め

られる」。弁護人の、暴行ないし傷害と死亡結果との間には「相当因果関係」

がないとの主張に対しては、「本件犯行から、被害者が死亡するまでの間に、

被害者が病院で医師の診察を受け、適切な治療を受けていれば、死亡結果を避

けられた可能性はある。そこで、本件犯行と被害者の死亡結果との間に、通常

考えられないような異常な事情が介在した結果、病院で診察を受ける機会を逃

し、死亡するに至ったといえるか否かを検討する」とし、⑴ 救急搬送の必要

がないと判断したことも異常とはいえない、⑵ 被害者は、警察署において、

床で寝るなど、やや不自然な態度を取っているが、この時点で119番通報する

といった措置を採らなかったことも異常とはいえない、⑶ 被害者の友人らは、

暴行のあった日に、被害者に病院に行くよう促しているが、被害者はこれに応

じなかった経過は異常とは言えない、⑷ 被害者が、自身の体調の異常につい

て、それが重篤な結果に繋がるとの危機感を持たず、適切な手段に出ないこと

があったとしても、異常な事態とはいえない。そして最後に、「これらの経緯

全体を見ても異常とはいえない。したがって、被害者は、異常な事情が介在し

た結果ではなく、被告人の暴行によって生じた死亡の危険が現実化した結果、

死亡したものといえるから、被告人の暴行と被害者の死亡結果との間には相当

因果関係が認められる」。

【解説】 この判決は、最近でも「危険の現実化」そのものではなく、「相当

因果関係」の枠組内での「危険の現実化」の有無を判断している興味深い判例

である。この事案における「異常な事情」は、すべて被告人ないし関係者が

「～しなかった」という不作為である。それは、判決が、「通常考えられないよ

うな異常な事情が介在した結果、病院で診察を受ける機会を逃し、死亡するに

至った」のか否かを判断しようとしていることからも明らかである。少なくと

も被害者本人の意識的な（死亡に至る危険を意識した）不作為による自己危殆化

行為が介在しているのでない限り、診察を受ける機会を逸したことが「異常な

事情」とは言えないであろう。被害者は、「硬膜下出血の傷害」という死亡結
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果に直接つながりうる危険状態にあったことを知らなかったのであり、意識的

に治療を拒否したわけではないから、これをもって危険の現実化を否定する理

由にならない。また、被害者を病院に搬送するなどの作為を第三者が取らな

かったという不作為の介在についても、それが明らかな作為義務に反する不作

為であるという場合はともかく、病院に搬送していれば死ななかったであろう

という任意に想定された仮定的因果経過だけでは、危険の現実化を否定する行

為の介在とみることはできず、本件では危険の現実化は肯定されうる。

Ⅲ．間接的危険への介入類型

間接的危険の段階では、その危険創出行為自体の結果発生に至る因果力は、

弱まっていたとはいえ、それが、同時的に存在し、あるいはそれに付随する事

情などに作用し、別の第⚒次的危険を誘発し、それが結果の発生につながる可

能性は依然として存在する17）。しかし、この段階で、その過程に介在する事情

が、それ自体新たな危険であり、それが加わることにより少なくともその結果

の発生を促進している。ここでは、その介在する事情が先の危険創出行為に促

進に向けて「誘発」されたものか、それを「阻止する方向」の事情の介入だっ

たのかが一定の役割を果たす。

【⚗】東京高等裁判所平成29年⚙月26日判決

(事実の概要) 被告人は、幼児用椅子に座って食事をしていた長男であるＤ

（⚒歳⚗か月）に対し、姿勢について注意しても聞かなかったことから、同人の

背中を⚒度平手で叩く暴行を加え、同人の腹部を前に置いたテーブルの縁に打

ち付けさせて腸間膜破裂の傷害を負わせた。Ｄには、日頃から、吐き気を催す

癖があった。暴行を加えたあと、Ｄが再びえずいたので、被告人は、吐くのを

助けるために、被害者の腹部を手で押し、更に、両膝を使って被害者を挟み込

む形で、被害者の腹部を押したところ、Ｄは、食べたものを吐き出した。被告

人の当時の内妻（Ｄの母親）が、Ｄが意識を失っていることに気付き、夜中に、

17) 山中・前掲『刑法における客観的帰属の理論』496頁以下参照。
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被告人が自らＤを病院に搬送したが、Ｄは、上記傷害に伴う出血性ショックに

より死亡した。テーブルの縁に当たったことによって死因となる腸間膜破裂が

生じたとは言えない。

弁護人は、被告人が被害者の腹部を押したことによって死因となる腸間膜破

裂が生じた可能性があり、もしくは被害者の腹部を押したことと本件暴行によ

り被害者の腹部をテーブルの縁に打ち付けたことが相まって死因となる腸間膜

破裂が生じた可能性があると主張した。さらに、「本件暴行と被害者の死亡と

の間の因果関係の有無について」「本件暴行により被害者の腹部がテーブルの

縁に打ち付けられて、何らかの腸間膜破裂が生じたとしても、それのみで被害

者が死亡した危険性が十分にあるとは言えず、その後、さらに被告人が被害者

の腹部を押すという異常な介在行為を行ったことによって、被害者に38 cmの

腸間膜破裂が生じて出血性ショックに至ったものであるから、本件暴行と被害

者の死亡との間に因果関係は認められない」と主張した。

(判決要旨) 判決は、まず、「本件暴行により被害者の腹部がテーブルの縁

に打ち付けられた結果、被害者に腸間膜破裂の傷害が生じたものと認められ」

るとし、腹部を押したことによるものではないとする。むしろ、本件暴行後

「じわじわと出血し、あるいは止血と出血を繰り返していたと考えられ、また、

本件暴行により生じた腸間膜破裂が、その後、腹部を押した行為によって広が

り、それが更に多量の出血を誘発した可能性は否定できないところ、最初に生

じた破裂をそのまま放置すれば死亡に至った可能性がある一方で、そのまま放

置しても止血して治ったということも可能性としては否定できず、本件暴行に

より腸間膜破裂が生じた時点で死の危険が生じていたかどうかは明言できな

い」という。因果関係については、「被害者はそれ自体で死亡に至るまでの危

険性があるとは認められない腸間膜破裂の傷害を負ったが、その後に被告人が

被害者の腹部を押したことによって、腸間膜破裂の程度が増悪して、創口が38

cmに及ぶ高度な破裂となり、出血性ショックを招いて被害者が死亡するに

至ったものであると認定すべきであり、それを前提に因果関係の存否を判断す

ることになる」とする。そこで、結論としては、「本件暴行によって生じた腸
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間膜破裂は、それ自体が死亡の結果をもたらし得るものであるとしても、その

段階で死亡するに至るまでの危険性を有するものであったとは認められず、本

件暴行後に介在した被告人が被害者の腹部を押したという事情が被害者の死亡

に大きく影響していると見るべきところ、この介在事情は、通常一般的に起こ

り得ることが想定されるとは言えない性質のものであり、また、被告人自身の

行為であるとはいえ、本件暴行とは異質な非難できないものであった。そうす

ると、本件では、本件暴行の有する危険性が被害者の死の結果へ現実化したも

のとは評価できず、本件暴行と被害者の死亡の結果との間に因果関係を肯定す

ることはできない。本件暴行と被害者の死亡の結果との間に因果関係を肯定し

た原判決の認定、判断は、論理則、経験則等に反する不合理なものであると言

わざるを得ない」という。

【解説】 因果関係ないし危険現実化の有無について、判決は、まず、「腸間

膜破裂は、それ自体が死亡の結果をもたらし得るものである」とはするが、

「その段階で死亡するに至るまでの危険性を有するもの」ではなかったとする。

つまり、腸間膜破裂が死亡の危険を創出したとしても、その段階では、直ちに

死亡に至る危険とはいえず、何等かの促進要因が加わってはじめて当該の死亡

に至るような間接的危険の段階であったというのである。判決は、原判決が

「本件暴行により生じた腸間膜破裂の大きさでも死亡に至る危険性を十分に有

していた」と認めた点については「合理的な理由を示しているとは言い難い」

とし、むしろ、「本件暴行により腸間膜破裂が生じた時点で死の危険が生じて

いたかどうかは明言できない」と言うのである。かくして「被害者の腹部を押

したという事情が被害者の死亡に大きく影響している」という。そして、この

介在事情が「通常一般的に起こり得ることが想定されるとは言えない性質のも

の」であったこと、およびその行為が「本件暴行とは異質な非難できないも

の」であったことから、危険の現実化を否定する。つまり、介在事情が、「通

常一般的に起こり得る」ものではなく、「異質な非難できないもの」であった

という二つの理由が挙げられている。第⚑に、腸間膜破裂に陥ったものの腹部

を圧迫することが通常一般に起こり得ることかという問題については、判決で
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は、「身体の内部で腸間膜破裂が生じている者が吐き気を催すことはあり得る」

とはしているが、むしろ、吐き気を催すなどの現象は、それとは無関係な被害

者の日頃の癖であったとされている。被告人は、腸間膜破裂に誘発された腹部

圧迫行為を行ったわけではなく、たまたまその間に吐き気などを催したから腹

部圧迫の行為に及んだというのである。第⚒に、腹部を圧迫するという処置は、

被告人らによって日頃行われていた処置であり、吐くのを助けようとする行為

であるから、救助目的の反対の危険解消行為18）であり、非難されるべき行為

ではないというのである。

創出された危険が、すでにそれ自体では結果発生に至る因果力が弱まり、間

接的危険の段階にあるときに、その創出された危険に誘発されない日常一般的

な行為ないし結果発生を妨げ、危険を解消する動機で行われた行為が介在した

という事例類型19）においては、危険の現実化は認められないというのが、本

判決の趣旨である。「身体の内部で腸間膜破裂が生じている者が吐き気を催す

ことはあり得る」という鑑定が紹介されているが、本件では、腸間膜破裂に

よって吐き気などが引き起こされた側面があるのかどうかについてはあまり重

要視されてないように思われる。しかし、この「誘発」の存在よりも、危険解

消行為としての腹部圧迫が、腸間膜破裂が生じていることを認識していなかっ

た被告人には非難できないという要素が、危険現実化判断にとっては重要な意

味をもつものということもできるであろう。

18) これについて、山中・前掲『刑法における客観的帰属の理論』688頁以下参照。
19) なお、大審院判例には、これに似た事案であるが、中止・危険の解消を装った事
案に「自然の転帰」として因果関係を肯定したもの（大判大12年⚓月23日刑集⚒巻
254頁）がある。山中「行為者自身の第二行為による因果経過への介入と客観的帰
属――ヴェーバーの概活的故意事例の検討を中心に――」福田・大塚古稀（下）
（1993年）251頁参照。事案は、崖下の川に被害者を突き落としたところ、被害者は
断崖の中腹で負傷したまま人事不省に陥った、被害者の救助を装って、行為者が体
に手をかけ支えたときに被害者の体が弛緩して、被害者をつかんだ手を離してしま
い、それによって被害者が水流に転落して死亡したというものである。この場合、
この原則によれば、もともとの行為の危険性は、死亡結果に現実化していない。
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【⚘】札幌高等裁判所平成29年⚗月25日判決

(事実の概要) 被告人は、歩行者から金品をひったくり窃取しようと考え、

歩行中のＤ（25歳）に対し、その背後から近づき、同人がたすき掛けにしてい

たショルダーバッグのひもを引っ張るなどしたが、同人が大声を出すなどして

抵抗したことから、同バッグを強取しようと決意し、同人に対し、その背後か

ら腕を回してその口元をふさぎ、その背中に覆いかぶさって路上に押し倒すな

どの暴行を加えてその反抗を抑圧し、同人所有又は管理の現金⚑万4026円及び

財布⚑個等29点在中の同バッグ⚑個（時価合計約⚗万4650円相当）を強取した。

その際、前記暴行及び同バッグを取り返そうと被告人を追いかける前記Ｄをし

て転倒させた。これにより、同人は加療約10日間を要する左膝打撲、左膝擦過

傷、右膝擦過傷、左手擦過傷、顔面擦過傷等の傷害を負った。被害者の傷害の

うち、左膝打撲、左膝擦過傷の傷害が、被告人が、被害者に対し、その背中に

覆いかぶさって路上に押し倒す暴行を加えて、被害者を路上に転倒させたこと

（第⚑転倒）により生じたのかどうかについて、当事者間に争いがある。その際、

本件暴行により被害者を転倒させ（第⚑転倒）、被害者が、アスファルト舗装の

路面に両手及び左膝をついたこと、その後、被告人が、被害者からショルダー

バッグを奪い取り、その場から逃走したこと、被害者が、被告人からバッグを

取り返そうと考え、立ち上がって被告人を追いかけて走り出したが、第⚑転倒

の地点から約2.1メートル離れた地点で、何らかの理由により転倒し（第⚒転

倒）、その際、上記路面に両手と両膝をつき、さらには、右顔面を路面にぶつ

けて顔面擦過傷を負ったこと、被害者が、第⚑転倒及び第⚒転倒を通して、左

膝の傷害及び上記顔面擦過傷のほか、右膝擦過傷及び左手擦過傷の傷害を負っ

たが、さらに、判決では、「左膝の傷害については、常識に従って判断して、

それが第⚑転倒の際に生じたことは間違いないということができないから、被

告人の利益に従い、他の傷害とともに、第⚒転倒によって生じたものと認定す

るのが相当である」と認定されている。

(判決要旨) ｢刑法240条にいう『強盗が人を負傷させたとき』とは、強盗犯

人が強盗の機会に人を負傷させた場合をいうが、単に強盗の機会に負傷の結果

― 20 ― (1024)

関法 第68巻 第⚕号



が生じれば足りるものではなく、強盗犯人の行為と負傷の結果との間に刑法上

の因果関係が存在することが必要であると解するのが相当である。そして、刑

法上の因果関係が認められるためには、その行為がなければその結果は生じな

かったという事実上のつながりが必要であることに加えて、事実上のつながり

が無限に続くことにより因果関係が不当に広く認められるという不合理を避け

るため、結果に対する行為の具体的影響力（寄与度）の内容や程度等を考慮し

て、その行為によりその結果が生じたと評価できること、いい換えれば、行為

の危険性が結果へと現実化していると評価できることが必要であると解するの

が相当である」。「被告人のひったくり行為は、ショルダーバッグを奪い取る際

に、バッグのひもが被害者の身体の一部に引っかかるなどして、被害者に何ら

かの傷害を負わせる危険性20）があるとしても、常識的に考えて、バッグを奪

い取った後に、被害者に傷害を負わせる危険性の高い行為とはいえない。ま

た、バッグを奪われた被害者が、これを取り返そうと被告人を追いかけたこ

と自体は、何ら不自然、不合理な行動ではないが、被害者としては、被告人を

追いかけるという選択以外にも、その場で周囲に助けを求めるとか、ひとまず

その場から離れて身の安全を確保するなど、他の行為を選択する余地も大き

かったのであるから、バッグを奪われた被害者がこれを取り返そうと被告人を

追いかけたことには、被害者の自由な意思決定に基づく選択の結果という側面

があることも否定できず、ひったくり行為により被告人を追いかけることを余

儀なくされたとまではいえない」。「そうすると、被告人のひったくり行為の傷

害結果発生に対する具体的影響力はさほど強いものとはいうことができず、そ

の行為の危険性が現実化したことで第⚒転倒による傷害が生じたとは評価でき

ない」。「被告人の行為と被害者の傷害結果との間には因果関係があるとは認め

られないから、被告人は強盗罪の限度で刑事責任を負うものというべきであ

る」。

【解説】 強盗としての暴行という危険創出行為によって被害者の第⚑転倒が

20) これについては、山中『刑法各論』（第⚓版・2015年）305頁以下参照。判例とし
て、最決昭和45年12月13日刑集24巻13号1882頁以下参照。
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生じたのち、その後介在した第⚒転倒によって、傷害結果が生じたが、被告人

によるひったくりによる暴行が、第⚒転倒による傷害結果と「刑法上の因果関

係」があるかについて、判旨は、これを行為の危険性が現実化していないとし

て、これを否定する。

判決は、まず、刑法上の因果関係を認めるには、「結果に対する行為の具体

的影響力（寄与度）の内容や程度等を考慮して、その行為によりその結果が生

じたと評価できること、いい換えれば、行為の危険性が結果へと現実化してい

ると評価できることが必要である」という一般基準を設け、本件においては、

ひったくり行為は、「バッグを奪い取った後に、被害者に傷害を負わせる危険

性の高い行為とはいえない」とし、「バッグを奪われた被害者がこれを取り返

そうと被告人を追いかけたことには、被害者の自由な意思決定に基づく選択の

結果という側面があることも否定できず、ひったくり行為により被告人を追い

かけることを余儀なくされたとまではいえない」という。

このような危険の現実化を認める基準は、まさに客観的帰属論が主張するも

のと同様であって、創出された危険の具体的な結果発生への因果力・寄与度が

高くないときに、被害者の「自由な意思決定に基づく選択の結果」としての、

すなわち、何等かの必然的に必要となったのではない追跡行為によって生じた

ものであり、「危険の現実化」は否定されるというのである。ここで重要なの

は、「第⚒転倒の原因は、被害者が被告人に襲われて叫び続けたり、首に被告

人の右腕が巻き付けられて息苦しくなり、酸欠状態になった結果、立ちくらみ

をしたためで、被告人の行為が原因であることは明らかである」という検察官

の主張であるが、判決は、「被害者が酸欠状態に陥っていたことを認めるに足

りる的確な証拠は見当たらない」としてこの主張を退けている。このような主

張が認められていれば、暴行によって創出された危険性は、いまだ持続中であ

り、行為それ自体の因果力・寄与度が大きく、誘発された第⚒転倒による危険

の現実化は肯定されていた可能性がある。
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【⚙】大阪地方裁判所平成29年⚓月⚑日判決21）

(事実の概要) 第⚑の事実として、被告人は、普通貨物自動車を運転し、安

全を十分確認することなく、時速約14 kmで左折進行して、折から対面信号機

の青色表示に従って同横断歩道上を右方（北方）から左方（南方）に向かい横

断中のＰ（68歳）運転の自転車を自車直前に発見し、制動措置を講じる間もな

く、自車前部を同人及び同自転車に衝突させて同人を同自転車もろともアスファ

ルト道路上に転倒させた上、転倒した同人を同自転車もろとも自車前部で数ｍ引

きずった。これにより、同人は加療期間不詳の左体側部打撲傷等の傷害を負った。

第⚒の事実としては、以下の事実が認定された。被告人は、前記の事故直後

に、自車前部で前記Ｐを前記自転車もろとも引きずっているかもしれないと認

識したが、同事故による刑責を免れるため、殺意をもって、その状態の自車を

走行させて逃走しようと決意し、第⚑の衝突地点から約13.5m西側の道路付

近から、自車車底部の状態を確認するために停車した通路及び同通路に隣接の

駐車場までの間の約166.5mにわたり、自車を蛇行させるなどしながら相当速

度で走行させて同人を同自転車もろとも自車車底部等で引きずる暴行を加え、

その後、前記通路及び前記駐車場において、同所から逃走するため、既に死亡

していると思った同人の体幹部を自車右後輪で⚒度にわたりれき過して同人に

体幹部圧迫による胸部挫滅の傷害を負わせ、よって、その頃、同所において、

同人を同傷害に基づく心肺破裂により死亡させた。判決は、引きずる行為に殺

意をみとめたが、轢過行為の際には故意を認めなかった。引きずり行為と被害

者の死亡との間の因果関係の有無が争点となった。

(判決要旨) ｢本件車両が本件駐車場等に到着した時点で、路面での擦過に

より被害者の左足部及び頭部顔面に相当な皮膚の欠損が生じていた上、真皮に

ついても喪失しており、筋膜が露出した状態になっていたことから、初期治療

を受けたとしても、感染症を生じ、敗血症等により死亡する可能性があった上、

本件引きずり行為によって相当量の出血によるショック状態に陥っており、本

件れき過行為がなかったとしても、その場に放置されれば、出血により数時間

21) 判例時報2355号111頁。
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以内に死亡していた可能性が高かったと認められる。そうすると、本件引きず

り行為によって、既に被害者が死亡する高度の危険性が生じていたと認められ、

被害者の死亡の直接の原因となった本件れき過行為は、被害者の死亡時期を数

時間早めたにすぎないものと考えられる」。「また、被告人は、本件衝突事故の

刑責を免れたいという気持ちから、本件衝突後、被害者を引きずった状態で逃

走行為を開始して本件駐車場等に至り、本件駐車場等において車底部に引っか

かっていた被害者を外そうしたり、外れた後は逃走行為を継続するため本件駐

車場等から出ようとしたりし、その際、被害者を⚒度にわたってれき過したと

いうのである。また、被害者がれき過を避けることができなかったのは、本件

引きずり行為によって意識を失っていたからである。そのような一連の経過等

に照らせば、本件引きずり行為と本件れき過行為は密接に関連しており、被害

者は、本件車両の車底部で引きずられたがために、本件駐車場等においてれき

過されるに至ったといえ、本件れき過行為は、本件引きずり行為から死亡の結

果に至る経過の単なる⚑コマにすぎないと評価できる」。「以上からすれば、被

害者の死亡の結果は、本件引きずり行為によって生じた生命の危険性が現実化

したものと評価できるから、本件引きずり行為と被害者の死亡との間の因果関

係を認めることができる」。

【解説】 本判決は、引きずり行為が、すでに被害者の死亡の「高度の危険

性」を備えていたとし、「被害者の死亡の直接の原因となった本件れき過行為

は、被害者の死亡時期を数時間早めたにすぎない」とする。

本件は、故意の第⚑行為に自らの過失による第⚒行為が介在するという点で

は、いわゆるヴェーバーの概括的行為事例と似た構造を示す。第⚑の引きずり

行為によって被害者がすでに死亡したと思っているので、第⚒の轢過行為には

故意は認められず、したがって、これらは、故意行為と過失行為の二つの行為

である。この問題は、第⚑行為時の故意が第⚒行為時まで及ぶかという問題な

いし因果経過の錯誤の問題ではなく、第⚑行為からの客観的な因果関係ないし

帰属の問題である22）。本件において、第⚑行為である自車の基底部に被害者を

22) これについては、山中・前掲福田・大塚古稀（下）247頁以下、同『刑法総論』→

― 24 ― (1028)

関法 第68巻 第⚕号



引っかけて走行する行為は、そのままでも、死亡の危険を創出する行為である。

第⚒行為の介在は、その意味では、直接的危険の継続している間に生じている。

現に、被告人は被害者が死亡していると誤信したくらいである。第⚒行為は、

「本件引きずり行為から死亡の結果に至る経過の単なる⚑コマにすぎない」の

ではあるが、第⚒行為が行われた理由は、第⚑行為の結果、車底部に引っか

かっていた被害者を外そうした」り、「逃走行為を継続するため駐車場等から

出ようとした」たことで、被害者を⚒度にわたってれき過したという事情があ

る。また、第⚒行為の結果、意識を失っていたことで、被害者は自ら基底部か

ら離れることができなかった。このようにして、「引きずり行為と本件れき過

行為は密接に関連して」いるというのである。これは、第⚒行為が第⚑行為に

よって「誘発」されていることを示している。危険の現実化を認めた判断は妥

当である。第⚑行為の自転車にぶつかり転倒させる行為によって、自車の基底

部で転倒した被害者を引きずり、何メートルかを走行し、引きずりに気づいた

が、死亡していていると誤信したため逃走を図る行為が行われるのは、自然な

流れであり、死亡した被害者を、それに連続する行為として行為者の第⚒行為

である轢過行為によって死亡させることも、異常な介在事情とみることはでき

ない。

【10】福岡高裁平成26年⚙月⚕日判決

(事実の概要) 原審では、被告人が、妻である被害者（当時50歳）に対し、

その腹部や胸部を足で蹴る等の暴行（「暴行⚑」＝みぞおちあたりを右足で蹴った

ところ痛そうにしていた。「暴行⚒」＝左胸を蹴ったところ、⚒分ほど息ができなくな

り、地面に倒れた、「暴行⚓」＝被害者を持ち上げ、1mほどのところから被害者を地面

に落とした）を加えた。その後の事情については、次の被告人の供述につき

「特に不自然・不合理な点はない」とされ、信用できるとされている。「驚いて

土間に降り、被害者の首の後ろと膝の裏に腕を入れて被害者を抱え上げると、

首が痛そうで、頭から出血もしているようだったので、被害者を抱えたまま、
→ (第⚓版・2015年）373頁参照。
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布団が敷いてある和室に運んだところ、被害者の足がタンスに引っ掛かったこ

とから、バランスを崩して、被害者を床の上に落とした。床の上には布団があ

り、被害者はその上に斜めに落ち、肩から上や足先は布団からはみ出て畳の上

に落ちた。その直後、私もバランスを崩して前のめりになり、被害者の上に覆

い被さる状態となった。私は両手を床に突いて体を支えたが、完全には支えき

れず、私の胸が被害者の胸か腹の辺りに当たった。被害者が『ぐわあ』と言う

ような声を上げたので、私は、すぐに体を起こした。私は、しばらく様子を見

た後、被害者を布団に寝かせ、頭をタオルで押さえたり、タオルを濡らして顔

に当てたりした。被害者は、私が被害者を布団の上に落とした後くらいから、

走ってきた時のようなハアハアという荒い呼吸をしていた。しばらく別の部屋

にいた後、被害者の様子を見に行くと、ハアハアという声は小さくなっていた。

またしばらくしてから見に行くと、今度は喉がぐるぐると鳴っていた。その後、

外出し、当日午後⚔時41分から午後⚖時⚖分までの間に家に帰った際に被害者

が亡くなっていることに気付いた」。死因は、多発骨折等の傷害であり、それ

によって外傷性ショックによって死亡した。原審は、傷害致死罪を認定し、暴

行と被害者の死亡結果との間に因果関係を認めた。これに対し、控訴審では、

被告人は、「被害者に対して骨折を生じさせるような暴行を加えたことはなく、

被害者は、当日、玄関の上がりかまちから玄関土間上に仰向けに倒れた際や、

被告人が被害者を抱いて布団に寝かせようとしたときに誤って下に落とし、そ

の上に倒れ込んだときに骨折等を生じて死亡したものと考えられるから、傷害

致死罪については無罪である」と主張した。

(判決要旨) 被告人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を肯定し、傷害

致死罪の成立を認めた原判決の認定は、論理則、経験則等に照らして不合理で

あって是認できず、その誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。原判

決破棄、福岡地方裁判所への差し戻し。

｢本件では、右前面肋骨骨折と肺挫傷が、被害者の死亡の主たる原因となっ

たものと認められる」。「被害者の肋骨骨折は胸部の挟圧により生じたものであ

り、被害者の肺挫傷も、その際の挟圧によって生じた可能性を否定できないと
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いうべきである」。「被告人は、被害者に対し、暴行〔⚑〕ないし〔⚓〕の暴行

を加えた後、被害者を抱きかかえて部屋に入った際、バランスを崩して被害者

を布団等の上に落とし、その際自分もバランスを崩して前のめりになって被害

者の身体に覆い被さるように倒れたもので、被害者の致命傷となった肋骨骨折、

肺挫傷は、最後の行為によって生じた可能性を否定できないというべきであ

る」。

因果関係については、次のように言う。「本件における被害者の死亡の直接

的な原因は、被告人が、被害者を抱きかかえて布団の上に運ぼうとした際、バ

ランスを崩して、被害者を床の上に落とし、自分もバランスを崩して前のめり

になり、被害者の上に覆い被さるように倒れたことで、肋骨骨折及び肺挫傷を

生じさせた（ちなみに、被告人の体重は100 kgを超えていた、とされる）ことにある

ところ、これは、既に被告人による暴行行為が終了し、被告人が被害者に対し

て暴行を加える意思を失った後、被害者を布団に寝かせるためにとった行動、

すなわち、被害者に加えた暴行の結果を解消し、被害者を介助・快復させるた

めの行動によるものであって、暴行行為との時間的接着性は認められるものの、

行為としては当初の暴行行為と目的や性質を全く異にしている」。「被告人が被

害者を抱きかかえて運ぶ行為に及ぶに至ったのは、被告人が被害者に暴行を加

えた結果として生じた事態ではあるものの、その際、被害者を布団の上に寝か

せようとして誤ってその体を落とし、その上に覆い被さるように倒れることは、

暴行行為に引き続いて生ずるものとして、通常あり得べきものともいい難い」。

「そうすると、被害者の死亡結果は、被告人による暴行の危険が現実化したも

のということはできず、被告人による暴行と被害者の死亡結果との間に因果関

係を認めることはできない」。

【解説】 暴行〔⚓〕のあとの経過を被告人の供述に基づいて詳しく述べると、

被害者は、「⚒分くらい経ってから立ち上がり、ふらふらしながら家の方に歩

いて行き、途中、芝生の辺りで転倒し、被害者が自分で立ち上がれない様子

だったため、被告人が腕をつかんで立たせ、玄関ドアを開けて家の中に入れた。

被告人が先に家の中に入り、リビングに座ってテレビを見て煙草を吸うなどし
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ているとき、被害者が文句を言ってきたので、被告人は、大声で言い返しなが

ら近付いていったが、その時、玄関付近の床に立っていた被害者が、後ろ向き

に倒れて土間の部分に落ちた」という経過があり、それに続いて、前記のよう

に、被告人が「驚いて土間に降り」て抱きかかえ、被害者を落とすという行為

に至る。このように見てくると、被告人が「暴行⚓」を実行したのち、抱きか

かえた被害者を落とすまでの経過は、むしろ、これまでの暴行の効果が表れ、

「ふらふらし」ていたり、芝生のあたりで転倒したり、後ろ向きに倒れたりす

るという外形に現れる三回の暴行の効果が残っている。その意味では、創出さ

れた危険の段階は、少なくとも状況的危険の残る状態ないし介在事情を「誘

発」するような間接的危険の段階にあったと思われる。しかし、死因となった

のは、「被害者の上に覆い被さるように倒れたこと」によって「肋骨骨折及び

肺挫傷を生じさせた」ことである。その覆いかぶさるように倒れた原因は、

「被害者に加えた暴行の結果を解消し、被害者を介助・快復させるための行動

によるもの」であって、結果の発生の阻止に向けられた行動である。これに

よって、結果発生の阻止に向けられた行為が行われ、それが、死亡につながる

大きな因果力・寄与度をもつ危険な行為だったのである。しかも暴行後の一連

の行為は、「暴行行為に引き続いて生ずるものとして、通常あり得べきものと

もいい難い」として、因果経過の「相当性」をも否定している。判例は、この

ようにして、結論としては、死亡結果は暴行の「危険が現実化」したものでは

ないとする。このように、介在する危険な被告人の行為が、たとえ創出された

危険に「誘発された」ものであったとしても、救助目的で行われた行為に伴っ

て生じた過失行為については、危険の現実化を妨げる要因となるというのであ

る。ここでは、第⚒行為が、第⚑行為とは「目的や性質を全く異にしている」

のであって、これによって死亡結果に強い因果力をもった「新たな危険」が生

じたのであって、当初の危険がその結果に現実化したとは言えないのである。

ま と め

客観的帰属論については、ドイツでは通説的地位を占めるが、個別的には批
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判的見解23）も展開されている。しかし、これは、少数説であり、大きな潮流

とはなっていない。ただ、ドイツの判例は、客観的帰属論はそのアプローチに

おいてのみ受け入れられているとされている24）。そのような中でわが国の判例

は、前掲の昭和63年の柔道整復師事件判決以降、例外はあるものの基本的には

明確に相当因果関係説を離れて、「危険現実化論」を採用している。そのこと

は、以前に別稿25）で検討したとくに平成14・⚕年以降の判例およびここで紹

介・検討した下級審の判例によっても、明らかである。そして、最高裁調査官

によって、事例の集積をまって基準を樹立していくとされた方法論は、これら

の下級審判例によって実証されつつある。しかし、事例の集積は、それだけで

はバラバラで体系性・統一性のないたんなる「集積」にすぎない。ここから帰

納して特徴ごとに基準化して、そこから将来の判例の指針となる原則を演繹し

なければならない。私見にかかる客観的帰属論は、ドイツの理論の影響を受け

て展開されたものであるが、従来のわが判例・学説の必要としている事例解決

を図るため、その基本的思考方法を継受しつつ、その内容はわが国の問題解決

に適合するよう脈絡転換26）を図っている。ドイツ理論では、介在事情が自己

答責的行為として、あるいは意識的自己危険化行為として介入したかなどを主

23) 最近の客観的帰属論の状況については、とくにスペインにおける状況をも含めて、
vgl. Ricardo Robles Planas, Die „ Lehre von der objektiven Zurechnung l :
Gedanken über ihren Ursprung und ihre Zukunft, GA 2016, S. 284 ff. なお、批判者
の一人、フォルカー・ハースの自己危殆化による過失責任否定の批判については、
vgl. Volker Haas, Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen fahrlässiger Tat
bei Selbstgefährdungen und Selbstschädigungen des Opfers ; in : Rechts-
staatliches Strafen (Festschrift für Keiichi Yamanaka) (Hrsg. v. Joerden/
Schmoller), 2017, S. 71 ff. なお、ポーランドで客観的帰属論を論じるものとして、
vgl. Thomas Kaczmarek, Kriterien einer objektiven Erfolgszurechnung als
Kodifizierung gegen ihre gesetzliche Regelung, in : a. a. O., FS Yamanaka, S. 117 ff.

24) Claus Roxin, Strafrecht AT Bd. 1, 4. Aufl., 2006, S. 374.
25) 山中・前掲曽根・田口古稀（下）114頁以下参照。
26) この概念について詳しくは、vgl. Yamanaka, Kontext- und Paradigmenwechsel
bei Rechtsrezeption und –fortbildung mit Beispielen der japanischen
Strafrechtswissenschaft, Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie,
Bd. 7, (Hrsg. v. Pływaczewski), 2017, S. 252 ff.
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たる目安とする。しかし、わが国においては、危険創出行為の因果力の影響い

かんと介在事情が結果発生に決定的な因果力・寄与度をもつ危険であったかな

どの物理的要素が重要な意味をもたされている。このような事例類型の特徴を

反映する帰属基準によって因果関係の限定を図る思想は、日常生活経験上一般

に通常かどうか、介在事情が予測可能なものかどうかのみを最終的判断基準と

する「相当因果関係説」にはない。判例の「因果関係」の枠組を、行為の相当

性（広義の相当性ないし危険創出）と因果経過の相当性（狭義の相当ないし危険実

現）に分析する一派の相当因果関係説でとらえ、その中で危険現実化論を説明

しようという試みは、その方法論の本来の相当因果関係説からの逸脱によって

すでに破綻している。そこで私見にかかる帰属論は、判例の行き方と共同歩調

を取りつつ、それを理論化・体系化しようとするもので、その基準を、物理的

観点だけではなく、介在事情の自発性・意識的自己危険化性ないし規範的な受

命行為として行われたのかなどの「規範的観点」を主たる考慮要素として、基

準を類型化するという方法論27）に立脚している。事実的な危険の種類や大き

さに着目しつつも、その介入事情が、帰属を決定する要素として、規範的にど

のように評価されるべきものかが決定的である。結果の帰属も、何が禁止され、

何がその禁止に反した行為のもたらす危険が、禁止された行為のもたらした結

果としてそれが「現実化」したといえるのかによって決められるのである。具

体的な一定の結果発生に対する大きな因果力をもった直接的危険の段階で、介

入した事情か、それとも、創出された当該危険の因果力が介在事情と相まって

結果発生に至る危険を持続する間接的危険の段階での介入か、あるいはまた、

そのままでは結果発生に至る可能性は低いが、何等かの介在事情が加われば結

果の発生に至る一定の危険な状況にある状況的危険の段階での介入かに応じて、

事例を、危険の大きさ・種類に応じて類型化しようとするのがその構想である

が、もとよりその介入事情の、規範的な意味に従った類型化によって、それら

を組み合わせて帰属を決定するための規範的基準とその類型ごとの下位基準の

27) この方法論について詳しくは、山中・前掲『刑法における客観的帰属の理論』
455頁以下の第⚖章「危険実現連関の理論的基礎」を参照せよ。
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樹立が、帰属論の展開の重要な課題である28）。本稿で示したように、創出危険

の介入事情の「誘発」度、介入した事情が、行為者自身の過失行為ではあって

も、それが当初の危険行為とは別の被害者を救助する目的で行われたもの、な

いし創出された危険とは無関係の日常生活上必要な非難できない行為として行

われたものかどうか、あるいは、その介入行為が、被害者の自由な意思決定に

基づく選択の結果なのかどうかが類型的な基準となりうる29）。

28) 帰属基準の策定のために、規範の保護範囲を考察することが重要な課題ではある
が、それは、その結果の発生に至る行為の危険が、「違法」といえるかとは別の問
題である。違法判断は、あくまで全規範体系のなかでの「利益や規範の重要性の衡
量」判断であるが、客観的帰属論は、その前段階の行為規範違反の範囲の確定の問
題である（反対：鈴木・前掲論文175頁以下）。それはいったん規範違反かどうかを
判断した上で、制裁規範違反としての可罰的評価を行う際の判断ではない。鈴木の
この客観的帰属論における二元的犯罪体系論は、ある意味で行為規範違反であるフ
リッシュの行為の危険性のみに着目する行為の「構成要件該当性」と、その既遂の
発生に対する制裁を課するための「結果の帰属」を分ける構想（Wolfgang Frisch,
Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, S. bes. 33 ff.）
に通じるところがあると思われる。フリッシュ説の批判としては、山中・前掲『刑
法における客観的帰属の理論』401頁以下、とくに405頁以下参照。

29) 判例の危険現実代論をドイツ語で紹介し、わが国の客観的帰属論を検討した論稿
として、Yamanaka, Die Lehre von der Gefahrrealisierung in der japanischen
Judikatur, in : Hrsg. v. E. Pływaczewski, Aktuelle Probleme des Strafrechts und
Kriminologie, Bd. 6, Warszawa, 2014, S. 242 ff.
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